
『看

聞

日
記

』

に
於

け

る

「生

涯
」

を
含

む
熟
語

の
意

味

―「及
生
涯
」
「懸
生
涯
」
「
失
生
涯
」
「
生
涯
谷
」
等

の
意
味

に

つ
い
て
―

堀

畑

正

臣

は
じ
め
に

ご

す

こ
う
い
ん
ふ
し
み
の
み
や
さ
だ
ふ
さ

後
崇
光
院
伏
見
宮
貞
成
親
王

(
=
二
七
二
～

一
四
五
六
年
)
の
日
記
で

あ
る

『看
聞
日
記
』
(続
群
書
類
従
本
は

『看
聞
御
記
』
と
称
す
る
)
は

記
録
期
間
が
応
永
二
十
三

〔
一
四

一
六
〕
年
か
ら
文
安
五

〔
一
四
四
八
〕

年
に
及
ぶ
中
世
の
古
記
録
で
あ
る
。
そ
の

「看
聞
日
記
』
の
中
に

「生
涯
」

表

一生
涯

25

及
生
涯

17

懸
生
涯

9

失
生
涯

7

生
涯
谷

4

果
生
涯

1

為
生
涯

1

だ

け

で
表

現
さ

れ
る

二
五
例

と

「
及
生

涯

(生
涯

に

及

ぶ
)
」

の

よ
う

な

「
生

涯
」

を
含

む
熟

語

形

式

に

な

っ
て

い
る
も

の
三
九

例

が
見
え

る

(-)。

そ

の
内
訳

を
述

べ
る
と
、

「
及

生
涯

」
が

十
七

例
、

「懸

生

涯

」

が
九

例
、

「
失

生

涯
」

が

七

例
、

「
生

涯

谷

」

が

四
例

、

そ

の
他

二
例

(
「
果
生

涯

」

一
例

、

「為

生

涯

」

一
例

)

の
計

六

四

例

で
あ

る
。
そ

れ

を

表

一
に
示

し
た
。

こ

の

「
生

涯

」

に

つ

い

て

は
、
佐

藤

喜

代

治

氏

「
日
本

の
漢

語
そ
の
源
流
と
変
遷
』
に
言

及

(.、)が
あ

る
。

佐

藤

氏

は

「
し

ょ
う

が

い

【生

涯
】

【生

害
】
」

の
項

で

『看

聞

日

記
』

の

次

の

ア
、
イ

の
例
を

取
り

上
げ

、

「
生
涯

」

に

「
生

死
」

や

「自

決

す

る
」

の
よ
う

な
意
味

が
見

え

る
と
述

べ
ら
れ

た

(
ア
、

イ

の
記
号
と

波
線

は
私

に
付

け

た
)
。

な

い
し
ノ

い
ま
タ

セ

キ

ア

内

侍
姫

宮
生

涯
未

落

居

一之

庭

。
内
侍

又
母

二
離

別
。
無

二
果
報

之

リ

へ

ざ

ル

 

キ

カ

至
無

二
是
非

者

歎
。

(
応
永

廿
七

〔
一
四

二
〇
〕
年

十

月

三
十

日
)

と

い
う
例

が
あ

る
。

内
侍

の
姫

宮

は
生
死

も

お
ほ

つ
か

な

い
の

に
、

内
侍

は
母

の
死
去

に
あ

い
、
誠

に

不
仕
合

わ

せ

で
、

い
た
し
方

の
無

い
こ
と
だ

と

い
う

の

で
あ

る
。

ま

た
、
同

じ
く

「看

聞
御

記
』

に
、

ノ
さ
ぶ
ら
ひ

ノ

つ
イ
テ

ニ

い
へ
ど
モ

キ

ス
ト

キ

イ

御

所

侍

籠

居
之

問

。
御
免

事
就

二
内
外

連

々

錐
二
歎

申

一。
無

一

ル

ス

ク

ハ

勅
許

之
庭
。
去
十
六
日
仙
洞
へ
推
蓼
直
奏
申
。
ロ
バ今

無
二御
免

者

ヘ
キ

シ

ム

が
う
が
う

ス

ら
レ

セ

れ

シ

ラ

生

涯

可
二
存

定

一之

由
畷

々
申

之

間
。

門
番

衆

讃
州
被

レ
仰

被

召

捕

一

を
は
ン
ヌ

了

。

(
応
永

廿
七

〔
一
四

二
〇
〕
年

九

月

二
十

日
)

と
あ

る
。

上
皇

の
御

所

に
出
仕

を
止

め

ら
れ

て

い
た
武
士

が

罪
を

ゆ

る

し

て
も

ら
う

よ
う

方

々

に
し
き
り

に
頼

ん
だ

が

、
勅
許

が
無

い

の

一1一



で
、
御

所

に
お

し
か
け

て
直

接

お
願

い
し

よ
う
と

し
た

。

た
だ
今

お

ゆ
る
し
が
無
け
れ
ば
郎
嚢

覚
悟
だ
と
、
や
か
ま
し
く
騒
ぐ
の
で
、

御

門
を

守

る
者

が
部

下
に
命

じ

て
取
り

押

さ
え

さ
せ
た

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

「
生

涯
」

は
生

死

と

い
う
意

味

で
、
む

し

ろ
、

死

に
重

点

が
お

か
れ

て

い
る
。

(
「同
書
」

鎚
頁

)

し

か
し
、
『看

聞

日
記
』

の
全

用
例

を
調

査

し

て
み
る
と

文
脈

か

ら

「
命

を

な
く

す
」

の
意

味

に
読

み
取

れ
る

の
は

な
く

て
、
多

く

は

『
日
本
国

語

大

辞

典
』

(第

二
版

)

〈以

下

「
日
国

大
』

(第

二
版

)
と

略

す
〉

の

「
失

生

涯

(生

涯
を

失

う
)
」

の
項

に
あ

る

「
②

上
級

権

力
者

に
諮
責

さ
れ

て

所

領

な

ど
を

奪

わ

れ
、
生

活

の
術

を

な

く
す

。
」

の
意

味

か
、

そ

の
派

生

的

意
味

の

「
(讃
責

さ

れ
、

所
領
を

奪

わ
れ
役

職

を
失

い
)
窮

地

に
陥

る
」

の
意
味

で
使

用

さ
れ

て

い
る
。

ア

の

「
生
涯

」

の
例
も

イ

の

「
生

涯
」

の

例

も

「
生
死

」
と

か

「自

決

す

る
」

の
意
味

で
は
な

い
◎
。

「
生

涯
」

と

い
う

語

は

、
室

町
期

後

半

に

は

「命

を

な

く
す

」

の
意

味

が
出

て
き

て
、
表

記
も

「
生

害
」

が
使

わ

れ
る

よ
う

に
な

る
。
室

町
期

後

半

の

「日
葡

辞
書
』

に
そ

の
意
味

が
見

え

る

の
は
事
実

で
あ

る

。
し

か
し

、

室

町
後

期

の

「
生

涯
」

の
意

味

が

ど

こ
ま

で
遡

れ

る

の
か
、

「命

を

な

く

す

」

の
意

味

が
室

町

中
期

の

「看

聞

日
記

』

以
前

に
あ

っ
た

の
か
。

「日

国

大
』

(第

二
版
)

の
記
述

は

、
佐

藤
喜

代

治

氏

の
説

を
受

け

て
、
室

町

中

期
以
前

の
用
例

ま

で
も

「
命
を

な
く

す
」

の
例

と

し
た
点

に
問

題

が
あ

る
。
な

お
、

『
日
国
大
』

(第

二
版

)

や
角

川

「古

語
大

辞
典

』

に
挙
例

さ

れ
た
用

例
と

そ

の
意
味

分
類

に

つ
い
て
は

、
先

に
考
察

を
行

っ
た
が

(、
)、

「看

聞

日
記
』

以

前

の

「
失

生

涯
」

や

「
生
涯

」

に

は

「
命

を

失

う
」

の

意
味

に

な
る

の
は

な
か

っ
た

。

室

町
期

の

「
生
涯

」

の
意
味

と

そ

の
変

遷

に

つ

い
て
、
本
稿

で
は
ま
ず

、

『看

聞

日
記
』

に
於

け

る

「
生

涯
」

の
中

、
熟

語
を

形
成

す

る

「
及

生
涯

」

「
懸

生

涯
」

「
失
生

涯

」

「生

涯

谷

」
等

の
用

例
を

示

し
、

そ

の
意

味

を
考

察

す

る
。
熟

語

の
例

を

先

に
検

証

す

る

の
は

、
「
生

涯

」
単

独

の
例

が

、

熟
語

形

の
意
味

の
省

略
形

で
あ

る

こ
と
も

十
分

考
え

ら

れ

る
か
ら

で
あ

る
。

な

お
、

「
生
涯

」
単

独

の
用
例

の
吟
味

と

考

察

は
、
別

稿

に

て
扱

う

こ
と

と
す

る

。

一

「及
生
涯

(生
涯
に
及
ぶ
)
」
十
七
例
の

意
味
の
検
証

「
生
涯

」

の
例
と

そ

の
意

味

を
考
察

す

る
際

、

「生

涯

」
が
佐

藤
喜

代
治

氏

の
言

わ

れ

る

よ
う

に

「
生

死
」

や

「
自

決
す

る
」
、
ま

た

は

「
命

を
失

う
」

の
意

味

に
な

る
か

ど

う

か
は

、
「
生

涯

」
と

記
述

さ

れ

る
人

物

の
事

件
前

後

の
動
向

が
参

考

に
な

る

。
「
生

涯

」
と

さ

れ
、

そ

の
内

容

が

「命

を
失

う
」

こ
と

で
あ

れ
ば

、

そ

の
記

事

が
後

に
出

て
く

る
。

「命

を
失

う

」

の
で
な

く

、
「
上

級
権

力

者

に
謎

責

さ

れ

て
所
領

な
ど

を
奪

わ

れ
、

生
活

の
術

を

な
く
す

」

の

で
あ

れ
ば

、

そ

の
人
物

は
ま
だ

ど

こ
か

で
生
き

て

い

て
、

時

に
は
許

さ

れ

て
復

帰
す

る

こ
と
も

あ

る
。

そ

こ
で
前
後

の
記
事
を

参

照

し

な
が

ら
、

用
例

の
意
味

を
見

て

い
く
。

ま
ず

は

「
及
生

涯

(生
涯

に
及

ぶ
)
」
十

七
例

か
ら

見

て

い
き

た

い
。

1
、

(十

八

日
)
抑

鹿

苑
院
事

驚

入
之

問
寺

長
老

。
尋
之

。
去

十

一
日
陽

一2一



多
院
佛
事
之
時
。
室
町
殿
入
御
。
而
鹿
苑
院
被
座
者
不
可
有
御
請
飯

ド
マ

マ
し

云

々
。
自

此

日
被
失

面

目
了

。
然

而
鹿

苑
院

未
被

退

。
濫

傷
者
盛
都

聞

。

  
 
ま
 
 

 ま
 
 

自

公
方

御
借

物
事

被
仰

之
庭

故
障

申

。
其
申

次

一
。
又

赤
松

在
國

事

暇

申
。

此
雨

條
背

御
意

。

さ

の
ミ
物

二被

椅

不
可

然
之
由

被

仰
云

々
。

長
老

委

細
被

語
懸

申
。

折
節

殊
驚

入
者

也
。

(
十
九

日
～

廿
三

日
、
略

)
。

廿

四

日
。

(
中
略

)
。
鹿

苑
院
事

猶

不
快

。
室

町
殿

御

一
期

不
可
見
参

之

由
被

仰
云

々
。

傍
鹿

苑
院

被
退

隠
居

云

々
。
僻
事

共

條

々
入
御

耳

及

生
涯

云

々
。

(後

略

)

(応
永

廿

五

〔
一
四

一
八

〕
年

三
月
廿

四

日
、

上
巻

悩
頁

下

17
行
)

鹿
苑

院
主

に
失

が
あ

っ
て
、
公

方
足

利
義

持

の
御
意

に
背

い
た
行
為

が

あ

り
、

室
町

殿

の
不
快

が
続

き

、
鹿
苑

院
主

は
鹿

苑
院

を
退

き
隠

居

さ
れ

た

。
僻

事

な
ど

も

室

町
殿

の
お
耳

に
入

っ
て
、

「生

涯

に
及

ん
だ

」
と

い

う

こ
と

で
あ

る
。

『日

国
大
」

(第

二
版

)

の

「
し

ょ
う

が

い
を
失

(う

し

な

)
う

」

の
項

の

「
②

上
級

権
力

者

に
謎
責

さ

れ

て
所

領
な

ど
を

奪
わ

れ

、

生

活

の
術
を

な
く

す
。
」

や

「角

川
古

語
』

の

「③

お

も

に
、
「
生

涯
を

失

ふ
」

の
形

で
、
生

活

の
よ
り

ど

こ

ろ
と

な

る
所
領

・
資

格
な

ど
を

い
う

」

の
意
味

で

「
謎
責

さ

れ

て
役

職
を

奪
わ

れ

、
生
活

の
術

を
無

く

し
た
」

と

い
う
意

味

で
あ

る
。

「命

を
失

う

」

の
意

味

で
は

な

い
。

 ムフ 
 
 
 
 

  
 
ナ
 
 

  
ユ
リ

2
、

(七
月

二
日
)
抑

菊
弟

有
書

状

。
内
裏

新
内

侍
故
宮
内
卿
朝
仲
朝
臣
息

女
、
懐

妊

云

々
。
彼
内
侍

有

軽
服
事

。
去

正
月

山

田
香
雲
益
。
暫

隠
居

。

ド 

ぬ

 
ル
ノ 
じ

 
ら
 

ル
ア
ハぬ
エ
 

内
侍
長
階
局
子
也
。
傍
勾
當
山
Ⅲ

二
被
預
置
。
就
其

懐
妊

事

。
主
上

非
皇

子

 
ま

 

之
由
被
仰
。
今
春
當
所
居
住
之
時
。
此
御
所
男
共
被
嫌
凝
云
々
。
(後

略
)

  
 
 

  
 
ぜ
 
 
 

  
ぽ
 
 
 

(十

一
日
)

(前

略

)
。
惣

得
蕎
蓼

來

。
芝

殿
蓼

。
勾
當

局

へ
罷

云

々
。

就
内

侍
事

種

々
語
之

。
所

詮

三
位

・
長
資

朝
臣

・
行

豊
朝

臣

。
被
指

ド 
ぽ
 
モ
リ

嫌
凝

云

々
。
勾

當
又

及
生

涯
條

々
無

是
非

次
第

也

。

(応

永

廿

五

〔
一
四

一
八
〕
年

七

月
十

一
日
、
上
巻

酩
頁

下
5
行

)

内

裏
新

内
侍

(故

宮
内

卿
朝

仲
息

女

)
が
懐

妊
を

し

た
。

天
皇

は
自
分

の
子

で
は
な

い
と
仰

せ

に
な

っ
た
。

つ
ま

り
密

通

で
あ

る
。
内

侍

は
長
階

局

(
11
勾
當

〔藤

原

能

子
〕
)

の
子

で
、

内
侍

は
勿

論

、
親

の
勾
當

〔藤

原
能

子
〕
も

「
生
涯

に
及

ん
だ

」
。

こ

こ
も

「命

を
奪

わ

れ

る
」
で
は
な
く

、

「
讃
責

さ

れ

て
役
職

を
奪

わ
れ

、
生

活

の
術
を

な
く

す
」

こ
と

で
あ

る
。

尚

、
佐

藤

喜

代
治

氏

が

「
日
本

の
漢

語
」

に
お

い
て
、

「
生

死
」

の
意

な
い
し
ノ

い
ま
ダ

味

と

し

て
挙

げ

ら

れ

た

「
生

涯

」

の

ア

の

例

「内

侍

姫

宮

生

涯

未

一
落

セ

キ

リ

キ

か

ざ
ル

居

一之
虞

。
内

侍

又

母

二
離

別
。
無

二
果
報

一
之
至

無

一是

非

一者
歎

。

(応
永

廿

七

〔
一
四

二
〇
〕

年

十

月

三
十

日
)
」

の
内
侍

と

は
、
慮

永

廿

五

2

四

一
八
〕

年
七

月

二
日

に
密
通

で
懐

妊

し
、

天
皇

か
ら

そ

の
子
を

認
知

さ

へ 
 
 
い
 
 

 

れ
な
か

っ
た
内
侍
で
、
そ
の
生
ん
だ
子
は
姫
宮

(「新
内
侍
今
日
平
産

 

  
ゆル
ス
 
 

皇
女

云

々
。
禁
裏

時

宜

猶
無

御

用

欺
」

〔慮

永

廿

五

〔
一
四

一
八
〕
年

12

/

10
〕
)

で
あ

っ
た

。
そ

し

て
、

そ

の
皇
女

は
認
知

さ

れ
ず

(「
勾
當

局
今

夜
有

勅

免

。

(中

略

)
。
於

新
内

侍

者
不
及

其

沙
汰

云

々
。

姫

宮
事

皇
女

否

藤

。
」

〔慮
永

廿

五

〔
一
四

一
入

〕
年

12
/

20
〕
)
、

(慮
永

廿
七

2

四

二
〇

〕
年

10
/

30
)

に
至

る

の
で
あ

る
。

よ

っ
て
、
佐

藤
氏

の
挙

げ

ら

れ

た

ア
の
例

は
、
内

侍

の
生

ん
だ
姫

宮

の
生
涯

が
落

居

し
な

い

(皇

女
と

認
知

さ
れ

な

い
)

と

い
う

こ

と

で
、

「所

領

没

収
、

役
職

停

止

」
か

ら
派

一3一



生

し
た

意
味

で
あ

る
。

  
 
 
ゴ
 

3
、

勾
當

進

退
。
自

禁

裏

者
御

突

鼻

及
生

涯

云

々
。

然

而
仙

洞

・
室

町

殿

柳
御

扶
持

之
間

其
懸

許

云

々
。

椎

野
入
來

。
此
事

驚

奉

。

(応
永

廿

五

〔
一
四

一
入

〕
年

七
月
十

七

日
、

上
巻

旧
頁

下

16
行
)

2

の
例

に
続
き

、
勾

當

〔藤

原
能

子
〕

の
進

退

は
、
禁

裏

(称

光
天
皇

)

よ
り
御

突
鼻

(謎
責

)

を
受

け

、
「
生

涯

に
及

ん
だ
」

が
、
仙

洞

(上
皇

)

と

室
町

殿

が
柳

か
扶
持

し

て
下

さ
る

の

で
そ
れ
を

頼

み

に
す

る
ば

か
り

で

あ

る
。

こ
れ

も

「
謎

責

さ

れ

て
役

職

を
奪

わ

れ
、
生

活

の
術

を

な

く

す

(状

況

に
及

ん
だ

)
」
と

い
う

意

で

「
命

を
失
う

」

の
意

味

で
は

な

い
。

4
、
抑

聖

護
院

持
幡

童
被

進
事

被
止

云

々
。
就

其
被

失
面

目
御

持
僧

被

放

。
天

王
寺

別
當

職
被

改

。
坊
人

所
領

被
没

収

云

々
。

岩
坊

能
登

師

橋

庄
被

召
放

。
殊

被
罪

科
其

身
遁

世

云

々
。

三
井

寺
畷

訴
被

許
容

。

の

サ
 

申
次
奇
悟
之
由
有
御
沙
汰
。
及
生
涯
云
々
。
御
持
僧
ハ竹
内
門
跡
被

 お
や

お
 
 

補

了
。

天
王
寺

別

當
被

渡
妙

法
院

殿

云

々
。

(応

永

廿
七

〔
一
四

二
〇
〕
年

二
月

一
日
、

上
巻

鵬
頁

上

13
行
)

天
王

寺
別

當
職

を
改

め

ら
れ

、
坊
人

の
所

領
を

没
収

せ

ら
れ

、
岩
坊

能

登

師

橋
庄

を

召

し
放

さ

れ

(没
収

)
、
其
身

は
遁

世

し

た
。

こ
れ

も

「
謎

責

さ

れ

て
所

領
を

奪

わ

れ
、
生

活

の
術
を

な

く

す

(状

況

に
及

ん
だ

)
」

と

い
う

意

で

「
命

を
失

う
」

の
意

味

で
は

な

い
。

5
、

(廿

三
日

)
源
宰

相

以
状
馳

申

云
。
廿

日
禁

裏

へ
庭
中

申
物

あ
り

。

  
ば
 
モ
 

 あ
 

今

度
御

悩
自

伏
見

殿
被

叩几
祖

申
之

由
申

。

さ
も
あ

り

ぬ

へ
き

よ

し
被

仰

逆
鱗

。

(
中
略

)
。

(
廿
四

日
)

(前

略

)
彼

庭
中
事

委

細
申

。
刀

自

三
條
八
+
計
之
老
者
也
。

ロ 
ロ

其

代
官

之

刀
自

,
先

。金

沢

ト
云
物

庭

中
申

。
此

問
有

訴

訟

申
事

。
伍

  
ル
 
ヱ
 

爲
蒙

勘
賞

。
就
今

参

局
主
上
御
寵
愛
。
庭

中
申

。
委
細

載

目
安

。
而
今

参

伏

見

殿
御

事

と
披

露
申

云

々
。

以
外

有

逆
鱗

。

(中
略

)

刀
自
金
沢

ガ
 

妻
。
申
云
。
三
條
年
來
大
畳
寺
殿
爲
御
師
御
祈
申
き
。
其
を
金
沢
有
訴

訟
事
。
爲
蒙
勧
賞
庭
中
申
也
。
伏
見
殿
御
事
と
ハ初
よ
り
申
た
る
事

更
.な
し
。
惣
而
自
伏
見
殿
御
祈
事
不
奉
之
問
、
不
存
知
申
之
由
明

鏡
.申
披
畢
。
傍
三
條
ハ永
被
放
刀
自
不
可
被
召
仕
云
々
。
代
官
刀

自
ハ
可
被
追
放
云
々
。
(中
略
)
庭
中
申
金
沢
を
。
被
籠
舎
可
被
斬
歎

 
 

ゆ
ん
ス

 

 

之

由
有

沙

汰
。

自
内

裏

ハ
猶

御

不
審

相

残

。
彼
等

可
被

糺

問
欺

。

又

湯

起

請

可

被

書

欺

之

由

有

御

沙

汰

云

々
。
大

覚

寺

殿

御

事

ハ
自

室

町

殿

以

海

門

和

尚

被

尋

申

之

間

。

三
條

.
年

來

御

師

也

。
便

宜

御

祈
な
..申

計

也
。

更

.
今
度

就

御

悩
御

祈

事

■
被

仰
付

之

由

。
種

々
被

陳
申

云

々
。
所

詮
是

之
事

忽

及
生
涯

庭
。

彼

刀
自
申

披
之

條

。
併
内

侍
所

加
護

。
祖

神
之

冥
助

也
。

幸
運

至
極

。
珍

重
無

極

。

(後
略

)

(応

永

三

二

〔
一
四

二
五
〕
年

八

月
廿

四

日
、
上
巻

脚
頁

下
5
行

)

称

光

天
皇

の
御
悩

は
伏

見
殿

(貞

成
親

王
)

が
呪

誼

し
た
も

の
だ
と
庭

中
す

る
者

が

い
て
、
天
皇

の
逆

鱗

に
触

れ
た

が
、
幸

い
訴

訟

の
場

で
三
條

が
真

実
を

話

し

て
く

れ

て
無
実

で
あ

る

こ
と

が
明

ら
か

に
な

っ
た

。
大
変

危
険

き

わ
ま
り

な

い
状
況

で
あ

っ
た
。
詮

ず

る
所

、

こ
れ
ら

の
事

は
忽
ち

に

「
生
涯

に
及

ぶ
」

こ
と

で
あ

る

が
、
彼

の
刀
自

が
申

し
披
き

を

し

て
く

れ

た

の
は
。
全

て
内

侍
所

の
加

護

や
祖
神

の
冥

助

で
あ

る
。
幸

運

で
あ

っ

た
と

い
う

内
容

で
あ

る
。

こ
こ
は

天
皇

の
逆
鱗

に
触

れ

た
ら
す

ぐ

に

で
も

「
生

涯
」
の
状
態

に

な
る
所

で
あ

る

の
に

運
が

よ
か

っ
た
と

い
う

こ
と

で
あ

一4一



る
。

こ

こ
の

「
及

生
涯

」
も

「
讃

責

さ
れ

て
所
領

・
役

職
を

奪

わ
れ
、

生

活

の
術

を
な

く
す

(状

況

に
及

ぶ
)
」

と

い
う

意
味

で
あ

る
。

 ぜ
ロ
ソ

への 
 
お
ホき

 ま
 
 

6
、
抑

畠
山

尾
張

守
前
管
領
子
息
。

一
色
左

京
大

夫
路

次
前

後
座

次
相

論

。

自

兼

日
申

。

一
色

爲
座

次

苔
可
及

生

涯
致

用

意

云

々
。
被

宥

仰
。

所

詮

不
可
蓼

之

由
被

仰
云

々
。
傍
不

出
仕

。
先

属
無

爲
。

辻

固
許

一
色

勲

仕
云

々
。

(永

享

二

〔
一
四

三
〇

〕
年

七
月

廿
五

日
、

上
巻

獅
頁

下

7
行
)

一
色
左

京

大
夫

が
座

次

の
為

に
は

「
生
涯

に
及

ぶ
」

べ
き

用
意

を
致

す

と

い
う

。

こ

の
例

は

「命

を
懸

け

る
」
と

い
う
意

味

に
も

取
れ

る
が

、
「
謎

責

さ

れ

て
所

領

・
役
職

を
奪

わ

れ
、
生

活

の
術
を

な
く

す

(状
況

に
及
ん

で
も
争
う

。
)
」
と

い
う

意
味

に
も

取

れ
る

。
今

は
保
留

と

し

て
最

後

に
ま

と

め

て
考
察

す

る
。

7
、
自

南

禅
寺

僧
参

。
室

町
殿

後
堂

首
座

御
墨

之

問
。
十

四

日
公
心
請

首

座

了

。
而

開

夏

了

今

日

可

請

之

庭

。
早

速

不

可

然

之

由
。

飛

鳥

井

  
ロ
リ

  
ぱ
 
ル
 

中

納

言

爲

御

使
。

六

度

牽
、御

尋
。
被

責

伏

。
長
老

及

生

涯
。

自

是

内

々
西

雲
な

と

し

て
可
被
申

之
由

長
老

被
申

。
驚

入
之

間

。
則
入

江

殿

へ
令
走

使
申

。

長
老

更
無
答

事

云

々
。
不
便

次
第

也

。

(永

享

五

〔
一
四

三
三

〕
年

七
月
十

六

日
、

下
巻

m
頁

下

5
行
)

南
禅

寺

の
長

老

は
何

の
答
も

無

い

の
に
責

め
伏

さ
れ

、
「
謎

責

さ
れ

て

役

職

を
奪

わ

れ
、

生
活

の
術

を

な
く

す

(状

況

に
及

ん
だ

)
」

と

い
う

意

味

で
あ

ろ
う

。

こ
れ
も

「
命

を
失

う
」

の
意

味

で
は

な

い
。

8
、

御
乳

人
参

。
歳
末

之

禮

室

町
殿

へ参

之

庭
。

播
磨

國

衙

三
條

宰

相

中

將
奉

行
事

被
仰

付
。

自
是

可
遣

状
之

由
。

西
雲

御
意

之
趣

委
細

被

示
。
則
可
蹄
参
之
由
申
。
公心書
状
可
被
奉
行
之
由
令
申
。
御
乳
人
臆

 ほ
な
 

参
。
干
時
酉
末
也
。
先
以
珍
重
也
。
但
勘
修
寺
不
便
々
々
。
御
意
猶

不
快
興
盛
之
間
如
此
。
光
厳
院
以
來
爲
朝
恩
致
奉
行
之
庭
。
忽
飛
行
。

無
理
之
御
沙
汰
也
。
近
年
課
役
無
沙
汰
之
問
。
果
而
及
生
涯
。
無
力

事
歎
。

(永
享
五

〔
一
四
三
三
〕
年
十
二
月
廿
六
日
、
下
巻
臨
頁
下
1
行
)

勧
修
寺
経
成
は
室
町
殿
の
御
意
が
猶
不
快
興
盛
で
、
光
厳
院
以
來
朝
恩

ひ
き
ょ
う

と

し

て
奉

行
致

し

て
き

た
荘

園
を
忽

ち
飛

行

(剥
奪

、
没

収

)
さ

れ
た

。

理
な

き
御

沙
汰

で
あ

る
。

近
來

、
課

役
を

沙
汰

し

な
か

っ
た

の
で
、
そ

の

結
果

、

「生

涯

に
及

ん
だ

」

の
で
あ

ろ
う

と

い
う

内

容

で
あ

る
。

「謎

責

さ

れ

て
所

領

を
奪

わ

れ
、

生

活

の
術

を

な
く

す

(状

況

に
及

ん

だ
)
」

と

い

う
意

味

で
あ

る
。

9
、
抑

先

日
若

公

出

生

之
時

。
裏

松

前

中
納

言
家

へ
公
家

・
武
家

・
僧

等

行
向

令

賀
。

室

町

殿
兼

被

付

人

被

見

。
蓼

賀

人

々
交

名

注

進

。

  
ど
ホ
 
 
  ず

 
ん
 

 
 

  
あ
  

  
 
 

 

  
 
ヒ

藤
大
納
言

・
万
里
小
路
大
納
言

・
柳
原
中
納
言
兄
弟

・
四
條
宰
相
等

僧
俗
濟
々
参
賀
。
以
外
及
御
沙
汰
。
面
々
失
面
目
云
々
。
楚
忽
参
賀

枝
葉
之
事
也
。
頗
及
生
涯
云
々
。
委
細
事
未
聞
。

  
さ
 

「
追
聞

、
都

合

二
百

八
十

町
云

々
、
」

(永
享

六

〔
一
四
三

四
〕
年

二
月
十

四

日
、

下
巻

囲
頁
上

14
行

)

  
 
へ

10
、
御

乳
人

蹄
参

語
世

事

。
裏
松

許

へ
行
人

々
事

。
室

町
殿

以
外
腹

立

。

厳
密

及
沙

汰

。
公
家

・
門
跡

・
僧
中

・
武

家
大

略
行

向

。
門

跡

・
執

  
 

 
 
 

 ム
カ

 
ぜ

  
 
ノ

柄

・
清
華

人

々

ハ
遣
使

者

云

々
。
御

室

・
相
慮

院

・
九

條
前

關

白

・

  
も

 

  
ぬ
 

  

な
 
 

西
園
寺

・
花
山
院
等
遣
使
。
以
外
御
切
諌
云
々
。
頭
弁
忠
長
朝
臣
所
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 ロ
 
 
 

ロ
 
ユ
 

帯
被
召
放
。
故
房
長
朝
臣
子
息
二給
。
家
を
も
あ
け
さ
せ
ら
る
。
長
郷

朝
臣
去
年
安
堵
芝
山
庄

・
筑
紫
之
所
領
等
被
召
放
。
殊
以
不
便
々
々
。

先
日
御
會
砥
候
絵
波
鰍
。
西
園
寺
も所
領
被
召
云
々
。
八
幡
田
中
所

 
 

 ま
よむ

 
 お
し

領

悉

被
召

。
善

法
寺

二
給

。
田

中

ハ
逐

電
云

々
。
南

都

人

々
も
及
生

涯

云

々
。

惣
而

公
家

武
家

僧
俗

行
向

人

六
十
余

人
也

、
所

帯
被

注
或

逐

電

云

々
、

(永

享

六

〔
一
四

三
四

〕
年

二
月
十

六

日
、

下
巻

捌
頁

下

17
行
)

11
、

綾
小

路

少

將
有

俊
も
行

向

人
藪

也

。
所

領
被

注

云

々
。

人
次

々
蓼

  

 

 

 

賀

。
無

盆

事
也

。

不
便

々

々
。
陰

陽

頭
有

清
朝

臣

も
所

領

共
被

召

。

 
る
 
 
チ

  
 
 
 

有

重

。給

。
家

を

も
あ

け

さ

せ

ら

る
云

々
。

此
外

猶

及

生
涯

人

々
委

細

猶
不

聞
。

(永

享

六

〔
一
四

三
四

〕
年

二
月
十

六

日
、

下
巻

團
頁

上

7
行
)

9
、

10
、

11

は
同
じ

内
容

を
扱

っ
て

い
る
。
永

享

六
年

二
月
九

日

に
室

町

殿

(足
利

義
教

)

の
若
宮

(足

利
義

勝
)

が
生

ま

れ
た
。

母
親

は
裏

松

前

中
納

言

の
兄
弟

の
重

子

で
本
御

台

(日

野
宗
子

)

の
妹

で
あ

る
。
裏

松

は
近
来
籠

居

し

て

い
た

の
で
あ

る
が
、

公
家

・
武

家

・
僧
等

の
人

々
が
裏

松

の
家

へ
慶

賀

に
訪

れ
た
。

室
町

殿

は
そ

れ
を
見

晴

ら
せ

て
お

い
て
、

慶

賀

に
訪

れ
た

人

々

の
所

領

や
所
帯

を
召

し
放

し
、

家
も

あ
け

さ

せ
、
他

の

者

に
与

え
た

と

い
う

内

容

で
あ

る
。

こ

こ
も

「
謎

責

さ
れ

て
所
領

を
奪

わ

れ
、
生

活

の
術
を

な
く

す

(状

況

に
及

ん
だ

)
」

と

い
う
意
味

で
あ

る
。

 ムフ 
 
み
 
 

ロぎ

12
、

菊
壽

丸
本

領

可
案

堵

事

ハ
。

洞
院

依

娘
事

及

生

涯

。
傍
左

馬

寮

等

被

召
返

。
菊

壽
丸

.
可
給

歎

云

々
。
未
定

也

。

(永

享

六

〔
一
四

三
四

〕
年

二
月

廿

二
日
、

下
巻

鵬
頁

下

7
行
)

  
ま
 

永

享

六

年

二

月
十

六

日

の
条

に

「
又

(室

町

殿

の
)
西

御
方

洞
院
娘
。

 に
 
ゑ
 
んハ 

入
江
殿
姫
君
之
母
。
御
追

出

。
是

嫉
妬

之
故

也
。
」

と
あ

る

。

こ
れ

に
よ

っ
て

父

の
洞

院
も

「
生

涯

に

及

ん
だ

」
と

い
う

こ
と

で
あ

る

の
で
、

こ

こ

は

「
謎

責

さ

れ

て
所

領

・
役

職

を
奪

わ

れ

、
生

活

の
術

を

な
く

す

(状

況

に

及

ん
だ
)
」

の
意

味

で
あ

る
。

13
、

か

・
こ
御
所

室

町
殿
御

猶
子

事
被

申
。

内
裏

御
妹

有
其

恐
之

由
被

申

。
内

々
.
快
然

之

趣
也

。
關
白

。先

例
被

尋
申

。
有

其
例

之
由

被
申

。

猶
髄

可
被

勘
申

云

々
。
其

左
右

未
到

之
虚

。
眞

乗
寺

方
丈

御
猶

子

目

出
之

由
被

申

。
未

定
之

庭

。
如

此
被

申
渚
。
西
雲

被
告

申
歎

之
由

被
仰

。

西

雲
御

切
諌

忽

及

御
生

涯

云

々
。

言
語

道
断

之

次

第
驚

入

。
何

様

二

可
落

居
哉

。
無

爲
之

儀
念

願
無

極

。

(永
享

六

〔
一
四
三

四
〕
年

三

月
十

四

日
、

下
巻

㎜
頁
上

3
行

)

貞

成
親

王

の
娘

の
か

・
こ
を

室
町

殿

が
猶
子

に

し
た

い
意
向

を
申

さ

れ

た
。

西
雲

が

そ

の
情

報
を

決
ま

る
前

に
告

げ

た
た

め
、
室

町
殿

か

ら
御
切

諌

を
受

け

、
忽

ち

「
御

生
涯

に
及

ん
だ

」
。

こ

れ
も

「
謎

責

さ

れ

て
役
職

を
奪

わ

れ
、
生

活

の
術
を

な
く

す

(状
況

に
及
ん
だ

)
」

の
意

味

で
あ

る
。

 
 
 
 
 
ま
 

14
、
御

乳
人
参

。
夜
前

俄
室

町
殿

御
参

内
。

御
劔

平
鞘
。
持
参

。
俄

之

問

ニ
ニ 
 
 
ぴ
  な
 
ホ
 
 

一
献

不

及
御

用
意
。

殊
更

許
有

五
献

。
按

察

・
日

野

・
三
條

砥
候
快

  
ザ
ろ
マま

  
 
ギ

然

云

々
。

典
侍

殿
日
野

一
品
娘
。
砥
候

難
儀

之
由

。
内

々
以

日

野
被
申

  
ド
う
ち
 

問

。

一
献

之

時

不
宮

仕

局

二
は

い
る

云

々
。

不
便

々

々
。

父
卿

隠
居

御
意

依

不
快

。
娘
も
及
生

涯
。

於
今

禁
中

砥
候

不
定
鰍

。

(永

享

六

〔
一
四

三

四
〕
年

八
月

四

日
、
下
巻

㎜
頁
下

17
行

)

夜

前

に
俄

か
に
室

町
殿

の
御
参

内

が
あ

っ
た
。

そ

こ
で

一
献

と

い
う

こ
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と

に
な

り
、

殊
更

五
献

ま

で
あ

っ
た
。

按
察

・
日
野

・
三
條

が
砥

候

し

て

室

町
殿

の
機

嫌

は
よ

か

っ
た

が

、
典

侍
殿

日
野

一
品
娘
が
砥
候

し

が
た

い
旨

を

内

々
父

の
日
野

有
光

を
も

っ
て
室
町

殿

に
申

さ
れ

て

い
た

。

そ
し

て

一

獄

の
時

宮
仕

せ
ず

、
局

に
入

ら

れ
た
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

と

こ

ろ
が
其

れ
に

よ

っ
て
、

父

(
日
野
卿

)

は
隠
居

と

な

っ
た

。
室

町
殿

の
御

意

が
不

快

だ

っ
た
た

め

で
あ

る

。
娘

も

「
生
涯

に
及

ん
だ

」
。
今

に
お

い
て
禁

中

へ
の
砥
候

も

不
定

か

と

い
う
内

容

で
あ

る
。

「
謎
責

さ

れ

て
役

職
を

止

め

ら

れ
、

生
活

の
術

を
な

く
す

(状

況

に
及

ん
だ
)
」
と

い
う
意

味

で
あ

る
。

 れ
カ
 
ア
 

15
、

又
聞

。

正
藏
主

。

公
方

御

突
鼻

之
問

失

面

目
。

江
州

山

上

へ
被

落

 ハ
 

ぷ
 

下
云

々
。
鹿

苑
院

殿
以

來

三
代
奉

公

。
僧
中

権
威

傍
若

無
人

之
庭

。

忽

及

生

涯

被

隙

居
。

不

定

之

世

可
驚

々

々
。
突

鼻

之

題

目

非

指

事

云

々
。(永

享

七

〔
一
四

三
五

〕
年

五
月
廿

八

日
、

下
巻

㎜
頁

上

13
行
)

正
藏

主

が
公
方

か
ら

御
突

鼻
を

受
け

、
面

目
を

失

っ
た
。

江
州

の
山

上

へ
落
ち

下
ら

る
と

云
う

こ
と

で
あ

る
。

鹿
苑

院
殿

以
來

、

三
代

に
奉
公

し

、

僧

の
中

で
権

威

は
傍
若

無
人

で
あ

っ
た

が

、
忽
ち

「
生

涯

に
及
び

」
隙

居

せ
ら

れ
た
。

世

の
定
ま

ら
ざ

る

こ
と

は
驚
く

べ
き

で
あ

る
。

突
鼻

の
題

目

(内

容

)
は
指

し

た

る
事

で
は
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

「
生
涯

に
及
」

ん
だ
後

、
隠

居

せ
ら

れ
た

の

で
あ

る

か
ら

、

こ
こ
も

「
謎
責

さ

れ

て
役

職

を

止

め
ら

れ
、
生

活

の
術
を

な
く

す
」

の
意

味

で
あ

る
。

 
 

へ 

  

お

 

ゆ

ロ
 

 

 

16
、

語
世
事

。

山
名

今
暁

逝
去

云

々
。
遺

跡
兄

弟
相

論
可

籍
乱

鰍
云

々
。

 タ
ユ

又

吉

田
神
主

失
面

目
。
是
も
兄

弟
依

議

言
及
生

涯

云

々
。
委
細

不
能

記

。

(永
享

七

〔
一
四
三

五
〕
年

七
月

四

日
、

下
巻

獅
頁

上

11
行
)

吉

田

神

主

が
面

目
を

失

っ
た
。
是

も

兄
弟

の
読

言

に
依

り
、

「
生

涯

に

及
」

ん
だ

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
委

細

は
記
す

こ
と

能

わ
ず
と

あ

る
。
詳

し

い
内
容

は
分

か

ら
ぬ

が
、
こ
こ
も

「
命

を

な
く
す

」
と

す

る
よ
り

、
「謎

責

さ
れ

て
所
領

を
奪

わ

れ
、
生

活

の
術
を

な
く

す
」

の
意

味
と

解

し

て
よ

か

ろ
う

。

17
、
魚

公
事

前
代

官
平
山
。
就

西
雲

歎
申

。
以

前
未

進

万
絵

疋
返
弁

可
立

御

用
由
申

云

々
。
御

蕎
頻

被
執

申
之

問
。

其

子
細
當

代
官

河
瀬
。
申
含

之

庭

。
錐

及

生

涯

不

可

被

取

之
由

。

以
外

腹

立
申

。
其

由

上
様

へ

内

々
可
被

申
之

由
。
西
雲

被
入

根
。
傍
南
御

方

上
様

へ
内

々
以
状

被
申

。

自
禁

裏
宮

御
方

御
返

御
服

被
進

。
如

例
珍

重
也

。

(永

享
九

〔
一
四
三
七

〕
年

九
月

六

日
、

下
巻

囑
頁
上

16
行

)

西

雲

が

「
謎

責

さ
れ

て
所
領

・
職

を
奪

わ

れ
、
生

活

の
術
を

な

く
す
」

こ
と

に

な

っ
て
も

、
以
前

の
未

進

の
万
鯨

疋

の
魚
公

事

分
は
出

さ

な

い
と

い
う

。

こ

こ
も

「命

を
失

っ
て
も
」

の
意

味

で
は

な

い
。

以

上
十

七
例

の

「
及
生

涯
」

の
例

を
見

て
き

た

が
、

6

の
存

疑

一
例
を

除

い
て
、

「謎

責

さ

れ

て
所

領

・
役
職

を

奪

わ

れ
、
生

活

の
術
を

な

く
す

状
況

に

及

ぶ
」

と

い
う
意

味

で
あ

る
。
存

疑

6
も
他

の
例

の
状

況

か
ら
見

て
も

「命

を

失
う

」

と

い
う

意
味

に
取

る

よ
り

も
、

「
謎

青
ハさ

れ

て
所
領

を
奪

わ

れ
、
生

活

の
術
を

な
く

す
状

況

に
及

ぶ
」
と

捉
え

た
方

が

よ

い
。

以
上

十
七

例

の
意
味

を
表

二
に
ま
と

め

た
。
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表
二

「及
生
涯
」
の
十
七
例
の
意
味

1

讃
責
さ
れ
て
役
職
を
奪
わ
れ、

生
活
の
術
を
な
く
す

2

謎
責
さ
れ
て
役
職
を
奪
わ
れ、

生
活
の
術
を
な
く
す

3

謎
責
さ
れ
て
役
職
を
奪
わ
れ、

生
活
の
術
を
な
く
す

4

謎
責
さ
れ
て
所
領
を
奪
わ
れ、

生
活
の
術
を
な
く
す

5

謎

責
さ

れ
て

所

領
・

役
職
を

奪
わ

れ、

生

活
の

術
を
な

く

す

6

謎

責
さ

れ
て

所

領
・

役
職
を

奪
わ

れ、

生

活
の

術
を
な

く

す/*命を懸ける

7

謎
責
さ
れ
て
役
職
を
奪
わ
れ、

生
活
の
術
を
な
く
す

8

諾
責
さ
れ
て
所
領
を
奪
わ
れ、

生
活
の
術
を
な
く
す

9

謎
責
さ
れ
て
所
領
を
奪
わ
れ、

生
活
の
術
を
な
く
す

10

謎
責
さ
れ
て
所
領
を
奪
わ
れ、

生
活
の
術
を
な
く
す

11

諾
責
さ
れ
て
所
領
を
奪
わ
れ、

生
活
の
術
を
な
く
す

12

謎

責
さ

れ
て

所

領
・

役
職
を

奪
わ

れ、

生

活
の

術
を
な

く

す

13

謎
責
さ
れ
て
役
職
を
奪
わ
れ、

生
活
の
術
を
な
く
す

14

讃
責
さ
れ
て
役
職
を
止
め
ら
れ、

生
活
の
術
を
な
く
す

15

謎
責
さ
れ
て
役
職
を
止
め
ら
れ、

生
活
の
術
を
な
く
す

16

謎
責
さ
れ
て
所
領
を
奪
わ
れ、

生
活
の
術
を
な
く
す

17

讃
責
さ
れ
て
所
領
を
奪
わ
れ、

生
活
の
術
を
な
く
す

一
一

「懸
生
涯

(生
涯

に
懸

け
て
)
」
九
例

次

に

「
懸
生

涯

(生
涯

に
懸

け

て
)
(一。)」
九

例
を

見

て
み
よ
う

。

ハ 
 
 
 
  

  
 

し

18
、

(十

七

日
)

三
位
笙

一
向

廃

置
之

問
。

不
及

砥
候

。
長
資

朝

臣
者
構

風
氣

不
候

。
所

詮
繊

法
講

不

可
所
作
存

歎

。
無

念
也

。

(中
略

)
。

十

八

日
。
晴

。
早

旦

長
資

朝

臣

笙
所

作

事

。
以

愚
状

三
位

.
令

申

。

  だ
き

且
教

訓
。

且
突

鼻
。

然

問
父
卿

懸
生

涯
令

問
答

。
伍

領
状

申

云

々
。

神
妙

也
。

(応
永

廿

四

〔
一
四

一
七

〕
年

十

一
月
十

八

日
、
上
巻

皿
頁
下

16
行

)

三
位

(田
向

経
良

)

の
笙

は

一
家

相
伝

の
芸

で
あ

る

が
、

一
向
廃

置

し

 
 

 

 

て

い
る

の

で
砥

候

し

て

い
な

い
。
経

良

の
息
子

の
長

資
朝

臣

は
風
氣

と
称

し

て
参

候

し
な

い
。
貞

成

親

王

は
俄

法

講

が

で

き

な

い
こ
と

を
無

念

に

思

っ
て

い
た
。

経
良

に
書

状
を

遣
わ

し

て
教
訓

し

、
突
鼻

し

た
。

そ
う
す

る
間

に

、
父
親

の
三
位

(経
良

)

が

「生

涯

に
懸

け

て
」
息

子

(
長
資

)

に
問

答
を

し
、

息

子
は
相

伝

の
笙

の
芸
を

継
承

す

る

こ
と

を
領

状

し
た

。

こ
う

い
う

文
脈

で
あ

る
。

佐
藤
喜

代

治
氏

は

「
懸
生

涯

」
は

「
命
を

懸

け

て
」

と
次

の
19

の
例

(前

掲

C
例
)

な
ど

を
解

釈

し

て
お
ら

れ
る

が
、

そ

の
よ
う

に
も
見

え

る
が
、

芸

の
相
伝

を

し
な
け

れ
ば

田
向

家

の
存
続

が
危

う
く

な

る

の
で
、
説

得

で
き

な
け

れ
ば

「
所
領

・
役

職
を

奪

わ
れ

、
生
活

の
術

を

な
く
す

こ
と

を
覚

悟

し

て
」

息

子
を
説

得

し
た
と

取

れ
る

。

  
ホ
 
 
ぽ
 

19
、
抑

源
宰

相
中

納
言

昇
進
事

。

懸
生

涯
所

望
申

。
有

勅
許

云

々
。
然

而
今

度

不
任

。
絵
呵

法

二
申
入

之

間
背
時

宜

云

々
。

(応
永

廿

八

〔
一
四

二

一
〕
年

七
月

六

日
、
上
巻

錨
頁
上

5
行

)
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佐
藤

喜

代
治

氏

が

『
日
本

の
漢

語
』

の
中

で
取

り

上
げ

て

い
た

(「
時

宜

」

の
項

、
前

掲

C
)

例

で
あ

る

。
「
命

を

か

け

て
」
と

い
う
意

味

に
取

れ
そ
う

で
あ

る

が
、

「生

涯

に
懸

け

て
」

で
あ

り

、
「
所

領

・
役
職

を
奪

わ

れ
、
生

活

の
術
を

な
く

す

こ
と
を

覚
悟

し

て
」

天
皇

に
直
談

判

し
た
と

取

れ
る
。

た
だ

し
、

天
皇

の
機

嫌
を

損
ね

る
と

剥
奪

だ

け

で
は
済
ま

ず
、

命

を

奪
わ

れ

る
こ
と

も
あ

っ
た

。

こ
う

い
う
例

が

「
生
涯

」

の
意
味

を

「
命

を

な
く

す
」

の
意

味

へ
橋
渡

し
を

し

て

い
る

こ
と

は
言

え

る

で
あ

ろ
う

。

20
、
抑

相

論

田
地
事

。
善

祐

堅
歎
申

之

問
未
定

之
庭

。
無

垢
蕎
事

御

寮

懸

生
涯

被
執

申
問

。
無

力
賜

安
堵

了

。
奄
主

悦
喜

。
則

一
獄

御
寮

持

蓼

。(応
永

三

二

〔
一
四

二

五
〕
年

七
月
廿

六

日
、

上
巻

脚
頁

上

3
行
)

無
垢

蕎

の
事

を

御
寮

が

「
生
涯

に
懸

け

て
」
執

り
申

さ

れ
た

の

で
、

安

堵

を
賜

っ
た

と

い
う

内

容

で
あ

る
。

こ
れ
も

「
命

を

か
け

て
」

の
意
味

に

も

取

れ
そ
う

だ

が
、

そ
う

で
は

な
く

「
所
領

・
役

職
を

奪
わ

れ

、
生
活

の

術

を
な

く
す

こ
と

を
覚

悟

し

て
」

天
皇

に
直

談
判

し

た
と
取

れ

る
。

 ル
 
 

 キ
 
 
 

 ホ
 
 

21
、

明
盛

参

。
松
永

事

代
官

職

定

直
與
浮
喜

相

論

。
明

盛

箒
策

和
睦

。

定

直
御

代

官

。
其

下

二
て
地

下

之
代

官

浮
喜

治

定

了
。

是
浮

喜

ハ
自

元

半

濟
之

御
代
官

也

。
定

直

ハ清

和
泉

相
共

御

教
書
申

沙
汰

有
勢

之

問
。

半

濟
之

代
官

補
之

。
而

浄
喜

一
圓

可
奉

行
之

由
懸

生
涯

歎
申

。
傍

雨

方

和
睦

了
。

落
居

珍
重

也

。

(永

享

三

〔
一
四

三

一
〕
年

六
月
十

二
日
、

上
巻

鵬
頁

下

7
行
)

浮
喜

が

一
圓
奉

行
す

べ
き

由
を

「
生

涯

に
懸
け

て
」

歎
き

申

し
た
。

そ

れ
に

よ

っ
て
両
方

が
和

睦

し
た
と

い
う

。

こ
れ
も

「
命

を

か
け

て
」

の
意

味

に
も

取

れ

そ
う

で
あ

る
が

、
「
所

領

・
役

職
を

奪

わ

れ
、

生
活

の
術
を

な
く

す

こ
と
を

覚
悟

し

て
」

天
皇

に
直
談

判

し
た
と

取

れ

る
。

 ま
 
 

 
ぬ

22
、
聞
。
鎌
倉
使
節
二
階
堂
駿
河
守
今
日
公
方
御
封
面
。
管
領
同
道
参
。

關
東
之
進
物
鎧

・
馬
等
持
参
。
自
去
三
月
上
洛
。
御
封
面
有
無
様
々

 い
ば
ま
げ
 

有
其

沙
汰

。
管

領
懸

生
涯

被
申

云

々
。
伍

御
封

面

。
天

下
惣

別
無
爲

之
儀

珍
重

也

。

(永
享

三

〔
一
四
三

一
〕
年

七

月
十

九

日
、
上
巻

備
頁
上

14
行

)

  
 
 

 
れ 

鎌

倉

の
使
節

二
階

堂
駿

河
守

が
今

日

、
公
方

に
封

面

し
た

。
管
領

も

同

道

し
参

っ
た
。

去

る
三
月

よ
り

上
洛

し

て
封
面

を
願

っ
て

い
た
が

、
な

か

な

か
叶

わ
な

か

っ
た
。
管

領

の
斯
波

義
淳

が

「
生
涯

に
懸

け

て
」
公

方

に

申

さ
れ

た
た

め
封
面

が
実

現

し
た
と

い
う

内
容

で
あ

る

。
公
方

(義

教

)

に
要

請
す

る
時

、
公

方

の
御
意

に
叶

わ

な

い
場

合

は

「所

領

・
役
職

を
奪

わ

れ
、

生
活

の
術

を
な

く

す
」

こ
と

も

今

ま

で
あ

っ
た
。

「
命

が

け
」

の

意
味

に
も

取

れ
る

が
、
命

ま

で
は
取

ら

れ
ず

に
所
領

没
収

と
失

脚

す

る
恐

れ

は
あ

っ
た

の

で
あ

る
。

こ
の
例
も

「所

領

・
役
職

を

剥
奪

さ
れ

、
生
活

の
術

を

な
く
す

こ
と

を
覚

悟

し

て
」

の
意

味

で
解
釈

で
き

る
。

 
 

23
、
楊

西
堂

又
参

。
封

面

。
新

田
事
猶

被
申

。
法

安
寺

懸
生

涯

及
轍
訴

  
み
ま
ロぽ

之

問
。
武

衛

口
入
錐

難
去

。
ロ
バ
今

不
落
居

。
計

會
也

。

(永

享

四

〔
一
四
三

二
〕
年

十

二
月
廿

三

日
、

下
巻

77
頁
上

16
行

)

新

田

の
事

を

法
安

寺

が

「生

涯

に
懸

け
」

て
廠
訴

に
及

ん
だ

が

、
落
居

し
な

か

っ
た
。

そ

れ

に
よ

っ
て
計
会

(困

窮

)
し

て

い
る
と

い
う
内

容

で

あ

る
。

こ

れ
も

「
命

を

懸

け

て
」
と

い
う

よ
り

、

「所

領

・
役

職

を
奪

わ

れ
、

生

活

の
術

を

な
く

す

こ
と

を
覚

悟

し

て
」

(傲

訴

に
及

ん

だ
)

の
意
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味

で
解

釈

で
き

よ
う

。

  
 
 
 
 

  
 
 

24
、
山
責
事
管
領
種
々
諌
申
。
細
河
讃
州
兵
自
阿
波
上
洛
渡
海
之
問
。

   

大
船

一
艘
忽
入
海
。
兵
四
百
絵
人
入
水
死
云
々
。
不
思
儀
神
慮
鰍
。

諸
大
名
付
管
領
可
被
責
之
條
難
叶
之
由
申
。
管
領
懸
生
涯
被
諌
申

云

々
。

(永
享
六

〔
一
四
三
四
〕
年
十

一
月
廿
四
日
、
下
巻
㎜
頁
上
8
行
)

25
、
抑
乗
蓮
御
免
事
。
管
領
以
下
大
名
五
頭
執
申
。
所
詮
無
御
免
者各

 ロ 
 む

屋

形
自

焼

。

分
國

へ
可
罷

下

之
由

懸

生

涯
申

。

三
寳

院
申

次

。
未

無

御

返
事

云

々
。
天

下
安

否
也

。

(永

享

六

〔
一
四

三
四

〕
年
十

二
月
十

日
、

下
巻

加
頁

上

14
行
)

26
、

花
山

院
。

公
方

御
意

不
快

之
間

。
行

幸
不

入
御

鮎
。

諸
方

秘
計

錐

被

歎
申

不
許

云

々
。
家

門
懸

生
涯

被
申

。
就

女
中

被
申

。
上

様
被

執

申

之
問

無
子

細
。

昨

日
御
免

云

々
。

(永

享

九

〔
一
四

三
七

〕
年

九
月
廿

九

日
、

下
巻

螂
頁

下
六

行
)

24

の

「管

領

懸

生
涯

被

諌
申

」
、

25

の

「管

領

以

下
大

名

五

頭

～
懸

生

涯

申

」
、

26

の

「
家

門
懸

生

涯

被
申

」
と

あ

る
よ
う

に

こ
れ

ら

の

「
懸

生

涯

」
も

「
所

領

・
役
職

を
奪

わ

れ
、
生

活

の
術
を

な
く

す

こ
と
を

覚
悟

し

て
」
と

い
う

意
味

と
な

ろ
う

。

表

三
に

「
懸
生

涯
」

の
意

味
を

ま
と

め

た
。

こ
う

し

て
見

る
と

「懸

生

涯

」
も

「
所

領

・
役
職

を
奪

わ

れ
、
生

活

の
術
を

な
く

す

(
こ
と

を
覚

悟

し

て
)
」

の
意
味

で
解

釈

で
き

る
。

場
合

に
よ

っ
て
は
命

を

な

く
す

こ
と

も

あ

っ
た

で
あ

ろ
う

が

、
「
命

を
懸

け

て
」

の
意

味

ま

で

に
は

至

っ
て

い

な

い
よ
う

で
あ

る
。

表
三

「懸
生
涯
」
九
例
の
意
味

18

所
領
・

役
職
を

奪
わ

れ、

生

活
の

術
を
な

く

す
こ

と

を

覚
悟
し

て

19

所

領
・

役
職
を

奪
わ

れ、

生

活
の

術
を
な

く

す
こ

と

を

覚
悟
し

て

20

所
領
・

役
職
を

奪
わ

れ、

生

活
の

術
を
な

く

す
こ

と

を

覚
悟
し

て

21

所
領
・

役
職
を

奪
わ

れ、

生

活
の

術
を
な

く

す
こ

と

を

覚
悟
し

て

22

所

領
・

役
職
を

奪
わ

れ、

生

活
の

術
を
な

く

す
こ

と

を

覚
悟
し

て

23

所
領
・

役
職
を

奪
わ

れ、

生

活
の

術
を
な

く

す
こ

と

を

覚
悟
し

て

24

所
領
・

役
職
を

奪
わ

れ、

生

活
の

術
を
な

く

す
こ

と

を

覚
悟
し

て

25

所

領
・

役
職
を

奪
わ

れ、

生

活
の

術
を
な

く

す
こ

と

を

覚
悟
し

て

26

所
領
・

役
職
を

奪
わ

れ、

生

活
の

術
を
な

く

す
こ

と

を

覚
悟
し

て

一一一

「失
生
涯

(生
涯
を
失
う
)
」
七
例

次

に

「
失
生

涯

(生
涯

を
失

う
)
」

の
七
例

を
見

て

み
よ
う

。

へぬ
 
み
 
チ
 

27
、
今

日

日
暮
之

問
。

目
録

明
旦

可
書

進
之

由
返

事

了
。
自

菊
弟

別
當

  
ぽ
 
チ
 

局
書
状
賜
之
。
又
勾
當
状
等
到
來
。
所
詮
ロ
バ上
膓
御
咲
之
爲
種
々
御

沙
汰
也
。
自
室
町
殿
上
膓
へ文
の
上
書
木
幡
殿
へ云
々
。
是
伏
見
近
所

之
間
如
此
有
穂
號
云
々
。
ロ
バ御
戯
事
之
問
。
御
生
涯
ま
て
の
御
沙

  

 
 
 

汰
者
。
よ
も
と
面
々
告
申
之
問
安
堵
了
。
此
上
膓
先
年
木
寺
宮
有
蜜

通
事
。
依
之
彼
宮
被
失
生
涯
了
。
上
萬
も暫
被
籠
居
了
。
其
後
蹄
参
。

室
町
殿
柳
御
手
を
被
懸
云
々
。
依
之
伏
見
殿
.申
通
欺
。
御
不
審
御
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戯
事

云

々
。

履
薄

氷
時

節

。
仰

天
之
外

無
他

。
源

氏
書

爲
後

悔
千

万

也

。

(応

永

廿

五

〔
一
四

一
八
〕
年

十
月

廿

日
、

上
巻

醜
頁

下

16
行
)

こ

の
上
璃

(勾

當

11
藤

原
能

子

)

は
先

年

、
木

寺

宮

と

蜜

通

の
事

が

あ

っ
て
、

そ
れ

に
よ

っ
て
彼

の
宮

は

「
生
涯

を
失

わ
」

れ
た

。
上

膓
も

暫

く

籠
居

せ
ら

れ
其
後

蹄
参

し
た

。

こ
の

「
失

生
涯

」
も

「謎

責

さ
れ

て
所

領

・
役

職
を

奪
わ

れ
、

生
活

の
術

を
な

く
す

」
と

い
う

意
味

で

「命

を

無

く

し
た

」
と

取

ら
な
く

て
も

よ

か

ろ
う

。

 に
 
 
 
 

28
、
抑
富
樫
逐
電
事
者
。
押
小
路
故
亜
相
暉
門
謀
叛
事
申
勧
。
其
後
可

露
顕
之
問
被
諌
事
又
申
沙
汰
云
々
。
彼
愛
妾
林
歌
局
。遣
艶
書
令
蜜

通
云
々
。
條
々
室
町
殿
北
野
蓼
籠
之
時
。
以
比
丘
尼
林
歌
令
庭
中

云

々
。
依
之
忽
失
生
涯
。
令
出
家
高
野
へ没
落
云
々
。
加
賀
守
護
職

 お
ば
レ

富

樫
惣

領

。
被

預

所
領

悉

被

閾
所

。
宿

所

ハ
細

河
阿

波

入
道

子
息

。
被

下
云

々
。

(
応
永

廿
五

〔
一
四

一
八
〕
年

十

一
月

廿
五

日
、

上
巻

鵬
頁

上

7
行
)

こ

の
例

は

「
令

出
家

高

野

へ没

落

」
と

あ

り
、

「
日
国
大

」

(第

二
版

)

に
も

「②

上

級
権

力
者

に
謎

責

さ
れ

て
所
領

な
ど

を
奪

わ

れ
、
生

活

の
術

を

な
く

す
」

と

し

て
用

例

が
あ

が

っ
て

い
る
。

  
 
  
り

  
 
ナ
 
 

29
、
又
聞
。
京
極
中
納
言
實
光
卿
禁
裏

・
仙
洞
小
番
事
被
仰
。
而
兎
角

難
渋
申
之
問
。
室
町
殿
へ被
訟
申
。
去
五
月
等
持
寺
八
講
出
仕
之
時

忽
被
追
出
。
其
後
所
領
悉
被
召
放
失
生
涯
云
々
。

(応
永
廿
八

〔
一
四
二

一
〕
年
六
月
十
九
日
、
上
巻
説
頁
下
15
行
)

「所
領
を
悉
く
召
し
放
さ
れ
生
涯
を
失
う
」
と
あ
る
か
ら

「謎
責
さ
れ

て
所

領

な
ど
を

奪

わ
れ
、

生
活

の
術

を

な
く
す

」

の
意
味

で
あ

る

。

 な
ホ
 
よ
 ご

30
、
ロ
ハ
今

聞
。

仙
洞

砥
候

女
房

大

納
言

典
侍
殿
甘
露
寺
故
大
納
言
兼
長
卿
息

  
が
カ
リ

女
。
逐

電

云

々
。
土

岐
與

安

蜜
通

露

顕

云

々
。
但

定
説

不

分

明
。
與

ま
ほ

ハ 
ほ
 
な
 

安
事
自
仙
洞
室
町
殿
へ被
訴
仰
之
間
。
與
安
逐
電
了
。
侃
美
濃
守
護
二

  

 

被
仰

。

可
討
伐

之
由

有
御

下
知

云

々
。
與

安
土

岐
宗

領
伊

勢
守

護
也

。

失
生

涯
之

條

不
便
也

。

(応
永

三

一

〔
一
四

二

四
〕
年

五
月

六

日
、
上
巻

捌
頁

下
6
行

)

土

岐
與

安

は
蜜
通

が
露

顕

し

て
逐

電

し
た
。

美
濃

守
護

に
仰

せ

ら
れ

て
、

討
伐

す

る
よ
う

に
と

の
御

下
知

が
あ

っ
た
。

そ

の
こ
と
を

「失

生

涯
」
と

言

っ
て

い
る

。
「
討

伐
」

と

い
う

こ
と

か
ら

「
命

を

な

く
す

」
と

取

れ

な

い
こ

と
も

な

い
が

、
逐

電

し

た

の
で
命

を

無

く

し

た

わ

け

で

は
な

い
。

「
謎

責

さ

れ

て
所

領

・
役

職

を
奪

わ

れ

、
生

活

の
術

を

な
く

す

」
と

い
う

意
味

で
も

取

れ
る
所

で
あ

る

。

 れ
 
り

  
 
 
 
ノ

31
、
抑

聞
。

讐
師

郷
成

朝
臣

子
息

保
成

禁
裏

呪
近

書
夜

奉
公

。
而

此

問

蒙
勅

勘
逐

電

云

々
。

主
上

御
寵

愛
女

官
蜜

通
露

顯
之

間

。
有
逆

鱗

。

失
生

涯
。

郷
成

二
被

懸
罪

科
云

々
。

(応
永

三

二

〔
一
四

二

五
〕
年

六
月

二

日
、
上
巻

鰯
頁
下

3
行

)

保

成

が
主
上

の
御

寵
愛

の
女

官
と

蜜
通

し

て
、

そ
れ

が
露
顯

し
逆

鱗

に

触

れ

逐

電

し

た
。

そ

の
こ

と

に

よ

っ
て

「生

涯

を

失

」

っ
た
。

こ

れ
も

「
謎
責

さ

れ

て
役
職

を
奪

わ
れ

、
生
活

の
術

を

な
く

す
」
の
意
味

で
あ

ろ
う

。

 
ホ
 
タ
お

32
、
楊

梅
兼
重
。
失

生
涯

之

間
箏
簗

閾
如

。
伍

有
俊

箏
簗

可
吹

之
由

被
仰

。

  
る
カ
 

ダ

 
ぜ

彼
家
無
先
例
。
然
而
領
状
申
。
今
小
路
少
將

・
平
松
侍
從
同
可
吹
之

由
被
仰
云
々
。

一11一



(永

享

三

〔
一
四

三

一
〕
年

二
月
廿

一
日
、

上
巻

謝
頁

下

7
行
)

楊
梅
董

が

「
謎
責

さ
れ

て
役
職

を
奪

わ

れ
、
生

活

の
術
を

な
く

」

し
た

の
で
箏

簗

の
担
当

者

が
居
な

く

な

っ
た

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

33
、
今

朝

室

町

殿

三
條
を
被

召

て
南
禅

寺

へ
可
罷
向

之

由

被
仰

。
違

例

之

  
リ
ソ

由

被
申

。
然
客
飛
鳥

井

可
罷
之

由
被

仰

。
然

而
中

納
言

ハ
不
來

。
以

青

侍

被
申

旨
。
相

國
寺

出
頭

不

可
然

。
惹

可
被

退
洛

中

。
経

廻
も
不

可
叶

。

但

伏
見

殿
御
吹

墨

之
問

。

不
可
有

解
官

之
由

被
仰

出
云

々
。
仰

天
失

是

非

。
公
心
々
寺

中

罷
出

了

。
先

日
天

龍
寺

入

院
之

時

も
出

頭

了
。

無

子

細
之

問
不

及
思

案
罷

出
之

庭
。

忽
失

生
涯

之
條

無
力

次
第

也
。

落

涙

周
章

外

無

他

。
則
何

方

へも
錐

可
逐

電

。
寺

家
有

可

弁
事

。
今

夜

ハ

此

邊
蜜

々
可
逗
留

之
由

被
申

被
蹄

。
禅

照
蕎

一
夜

隠
居

云

々
。

(永

享

五

〔
一
四

三
三

〕
年

七
月
廿

九

日
、

下
巻

伽
頁

上

10
行
)

南
禅

寺

の
長

老

が

足
利

義
教

の
不

興
を

蒙

り
放

逐

さ

れ
た

。

「公
心
ぎ

洛

中

を
退

ぞ
か

る

べ
し
。

経
廻

も
叶
う

べ
か

ら
ず
。

但

し
伏
見

殿

の
御
吹

墨

な

の
で
解

官

は
あ

る

べ
か

ら
ず
」

と

仰

せ

に
な

っ
た
。

「生

涯

を
失

う

」

と

い

い
な

が
ら
、

解
官

は

し
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
南

禅
寺

か

ら
放

逐

さ

れ

て
役

職
と

生
活

の
術

を
失

っ
た

の
で
あ
り

、
命

を
失

っ
た

の
で
は

な

い
。
「
謎

責

さ

れ

て
役
職

を

奪

わ

れ
、
生

活

の
術

を

な

く
す

」

の
意

味

で
あ

る
。

「
失

生
涯

」

の
例

の
意

味

を
表

四

に
示

し
た

。
七

例

の
う

ち

例

30
を

除

く

残
り

の
六

例

は

「
上

級
権

力
者

に
謎

責

さ
れ

て
所
領

・
役

職
を

奪
わ

れ

、

生

活

の
術
を

な
く

す
」

と

い
う
意

味

で
あ

る
。
例

30

は

「討

伐
」

の
語

が

文

脈

に
あ

る

の
で

「
命

を
な

く
す

」

の
意
味

か
と

疑

わ
れ
た

が

、
他

の
例

と
同

様

「
謎
責

さ

れ

て
所

領

・
役
職

を
奪

わ

れ
、
生

活

の
術
を

な

く
す
」

と
解

釈

し

て
よ
か

ろ
う
。

表
四

「失
生
涯
」
の
七
例
の
意
味

27

謎

責
さ
れ

て

所
領
.

役
職

を

奪
わ
れ
、

生

活
の

術
を

な

く
す

28

謎
責
さ
れ
て
所
領
な
ど
を
奪
わ
れ、

生
活
の
術
を
な
く
す

29

謎
責
さ
れ
て
所
領
な
ど
を
奪
わ
れ、

生
活
の
術
を
な
く
す

30

謎

責
さ
れ

て

所
領
・

役
職

を

奪
わ
れ
、

生

活
の

術
を

な

く
す/*命をなくす

31

謎
責
さ
れ
て
役
職
を
奪
わ
れ、

生
活
の

術
を
な
く
す

32

謎
責
さ
れ
て
役
職
を
奪
わ
れ、

生
活
の

術
を
な
く
す

33

謎
責
さ
れ
て
役
職
を
奪
わ
れ、

生
活
の

術
を
な
く
す

き
は

四

「生
涯
谷
」

(生
涯
谷
ま
る
)
四
例

「
生
涯
谷

」

(生
涯

谷
ま

る
)

の
四
例
を

見

て
み

よ
う

。

  
ル
 
 

  
 
ナ
 
 

34
、

(
二

日
)
持

経
事

主

上
御

酔

氣

之

問
以

外

御

切
諌

。

い
さ

か

ひ
申

て
逐

電
云

々
。

  
ル
 
ユ
 

 な
れ
ま
 
 

(十

一
日
)
持
経
事
禁
裏
室
町
殿
へ被
訴
仰
之
問
被
止
出
仕
。
所
領
門

真
庄
。
被
召
上
云
々
。

(十
六
日
)
持
経
事
門
真
庄
青
蓮
院
兜
.宛
給
云
々
。
於
干
今
生
涯
谷

一12一



者

欺
。

不
便

々
々
。

(応
永

廿

八

〔
一
四

二

一
〕
年
十

月
十

六

日
、

上
巻

脚
頁

下

14
行
)

天
皇

に
切

諌

さ
れ
た

慈
光

寺
持

経

が
逐
電

し
た

の
で
、

天
皇

が
室
町

殿

に
訴
え

ら

れ

て
出

仕
を

止

め
ら

れ
、
所

領
を

召

し
上
げ

、
青

蓮
院

の
兄

に

宛

給
う

た
。

こ

の
状
況

を

「
生
涯

谷

」
と

表
現

し

て

い
る
。
「
谷
」
は

「
き

は
ま

る
」

で

「
進
退

谷

(
し
ん

た

い
き

は

ま

る
)
」

と
似

た

よ
う

な

表

現

で
あ

る
。

「所

領

を
没
収

さ

れ
出
仕

を

止
め

ら
れ

、
生

活

の
術

を

な
く

し
、

窮

地

に
陥

っ
た
」

と

い
う

意

味
合

い

で
あ

る
。

「失

生

涯

」
か

ら
考

え

る

と

派
生

し
た

意
味

の
熟

語
と

言
え

よ
う

。

  
 
 

35
、
抑
聞
。
昨
日
鹿
苑
院
施
餓
鬼
之
時
。
室
町
殿
於
御
聴
聞
所
前
根
西

堂
顛
倒
被
絶
入
。
僧
達
仰
天
急
昇
出
云
々
。
則
蘇
生
。
今
朝
相
國
寺

被
退
云
々
。
中
風
也
。
然
而
顛
倒
病
歎
之
由
有
沙
汰
。
近
日
建
仁
寺

長
老

。可
有
登
用
云
々
。
長
老
。な
る
ま
し
き
宿
執
無
力
事
歎
。
於
干

今
不
可
有
交
衆
之
問
生
涯
谷
云
々
。

(応
永
三
十

〔
一
四
二
三
〕
年
七
月
十
五
日
、
上
巻
鎚
頁
上
2
行
)

 ガ
 
 

堰
西

堂

が
顛
倒

し

て
絶
入

し

た
。
す

ぐ

に
蘇
生

し

た
が
、

今
朝

相
國

寺

を

退

か
れ

る
と

い
う

。

中
風

若

し
く

は
顛
倒

病
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

近

日
中

に
建
仁

寺

の
長
老

に
登

用

さ
れ

る
予
定

で
あ

っ
た
が
、

長
老

に
な

れ

な

い
宿

執

で
も
あ

る

の
か
無

力

の

こ
と

で
あ

る
。

今
更

、

一
般
僧

と

し

て

き
は

衆

に
交

わ

っ
て
過

ご
す

こ
と

も

で
き
な

い
。

こ
の
状

況
を

「
生
涯

谷
ま

っ

た

」
と

表
現

し
た

。

こ

の
場

合

は

「
病

気

の
た

め
役
職

を
止

め

ら
れ
、

生

活

の
術

を
な

く

し
、
窮

地

に
陥

っ
た
」

と

い
う

意

味

で
あ

ろ
う

。

 
 

 キ
 
 

ニ

 
 
 
 

36
、
抑

勧
修

寺

所

領

賀

州

井
上

庄

半

濟

。
撮

政
殿

へ
被

進

云

々
。

是

  
 
ま
ロ 
 

 ニ
 
ぬ
ゑ
  

故
鹿
苑
院
殿
大
饗
之
時
。
故
掻
政
へ半
濟
被
進
了
。
以
其
例
自
二
條

被
申
之
問
。
不
及
被
経
御
沙
汰
。
則
以
御
内
書
被
進
云
々
。
勘
修
寺

御
氣
色
不
快
至
極
也
。
御
拝
賀
雇
從
事
も
堅
難
所
望
申
無
御
免
。
結

句
如
此
及
御
沙
汰
之
間
。
生
涯
谷
者
欺
。
不
便
々
々
。

(永
享
四

〔
一
四
三
二
〕
年
七
月
十
八
日
、
下
巻
46
頁
上
2
行
)

 ほ
 
ノ

ニ

 
 
き
 

勧
修
寺
の
所
領
賀
州
井
上
庄
の
半
濟
を
撮
政
殿

へ
進
せ
ら
る
。
是
は

   
 
べ
 
ヒ

ニ
ゑ
 
 
り

故
鹿

苑
院

殿

が
大
饗

の
時

に
故

撮
政

へ
半

濟
を

進

せ
ら

れ
た

。
そ

の
例
を

以

て

二
條

よ
り

申

さ
れ

た
と

こ

ろ
、

室

町
殿

の
御
沙

汰
を

経

る

こ
と
が

で

き
な

か

っ
た
。

そ

こ

で
そ

の
ま

ま
御

内
書

を
進

せ

ら
れ

た
。

そ
れ

に
対

し

て
室

町
殿

の
勘

修
寺

に
対

し

て

の
御

氣
色

は

不
快
至

極

で
あ

る
。
御

拝
賀

の
雇

從

の
事

も

堅
く

所
望

し

た
が
御

免

し
が
な

か

っ
た

。
結

局
、

こ

の
よ

う
な

御
沙

汰

に
及

ん
だ
と

い
う

。

こ

の
状

況
を

「生

涯
谷

ま

る
」

と
表

現

す

る
。

「
及
御

沙

汰

」

の
内

容

が

今

ひ
と

つ
不
明

確

だ

が
、

室
町

殿

の
不

快

で

「窮

地

に
陥

っ
た
」

の
で
あ

ろ
う

。

37
、
抑

田
向

知
行

大
野

庄
相

國
寺

訓
都

聞

可
知
行

之
由

。
以

飯
尾

大
和

守
夜

前
被

仰
出

。
先

日
被

仰
依

借
物
事

御

沙
汰

也

。
以
次

被

召
放
歎

。

一
所

懸
命

之
地

也
。

以
之

令
在

國

。
於

子
今
生

涯
谷

欺

。
不
便

不
便

。

(永
享

八

〔
一
四
三

六
〕
年

三

月
十

七

日
、

下
巻

訊
頁

下
10
行

)

知

行
地

を
召

し
放

さ

れ
、

一
所
懸

命

の
地
と

し

て
在

国
し

て
経
営

し

て

い
た

の
に
、

こ
う

な

っ
て
は

「
生
涯

谷
ま

る
」

と
述

べ
る
。

こ

こ
も

「所

領

を
没

収

さ

れ
、
生

活

の
術
を

な

く

し
、
窮

地

に
陥

っ
た

。
」
と

い
う
意

味

で
あ

る
。

「
生
涯
谷

」

と

い
う

熟

語
も

「
谷

」

に

又
窮

地

に
)
陥

る
」

の
意

味

が

一13一



あ

る

と

す

れ
ば

、
「
生

涯

」

の
意
味

は

「
所

領

没
収

、
役

職

停
止

な

ど

で

生

活

の
術
を

な
く

す
」

と

い
う

こ
と

で
よ

い
だ

ろ
う

。

表
五

「生
涯
谷
」
四
例
の
意
味

34

所領

を

没
収

さ
れ

出

仕
を
止

め
ら

れ、

生

活
の

術
を
な

く
し
、

窮地に陥った

35

病気

の
た

め

役
職

を
止
め

ら

れ、

生

活
の

術
を
な

く
し
、

窮
地
に陥った

36

窮
地
に

陥
っ

た

37

所領

を

没
収

さ
れ
、

生

活
の

術
を

な

く
し、

窮
地

に

陥
っ

た

五

そ

の
他

(「果
生
涯
」

一
例
、

「爲
生
涯
」

一
例
)

そ

の
他
と

し

て

「
果

生
涯

」

一
例
、

「
爲
生

涯

」

一
例
を

見

て
み
よ
う

。

 ホ

 

ね

38
、
抑
早
旦
浄
喜
蹄
蓼
申
旨
。
錐
令
逐
電
。
遂
可
被
召
補
之
條
勿
論
也
。

然
者令
降
蓼
。
と
も
か
く
も
可
随
上
意
之
由
申
。
此
條
神
妙
也
。
令

逃
散
者
同
心
之
條
勿
論
也
。
可
果
生
涯
之
間
不
便
之
庭
蹄
参
。
神

妙

々
々
。
善
理

・
地
下
侍
共
ハ不
知
行
方
之
虞
。
所
司
代
下
沙
汰
人

事
不
及
沙
汰
之
間
。
其
時
善
理
以
下
出
合
。
不
可
説
々
々
々
。
浄
喜

以
遠
慮
令
蹄
参
。
所
存
之
趣
可
然
也
。

(永
享

五

〔
一
四
三

三
〕
年

四

月
十

五

日
、
下
巻

鵬
頁
上

13
行

)

 ホ
 
 

「
果
生
涯

」
の
例

で
あ

る
。
土

一
揆

に
加

わ

っ
て

い
た
浄

喜

が
蹄

蓼
し

た
。

「
も

し
逐

電

し

た
と

し

て
も

、
遂

に

は
召

し

補

ら
え

ら

れ

る

の
は
わ

か
り

き

っ
て

い
る
。
そ
れ

な
ら

ば
降

蓼

し

て
、
と

も

か
く
も

上
意

に
随

い
ま
し

ょ

う
」

と
申

し
た

。
逃
散

す

れ
ば

土

一
揆

に

同
心

し

た

こ
と

に

な

る
。

「生

涯
を

果

た
す
」

こ
と

に
な

る

の
は
不

便

で
あ

っ
た

の

で
、
蹄
参

し

た

の
は

神
妙

で
あ

っ
た
と

い
う

内

容

で
あ

る
。

「生

涯

を

果

た
す

」
と

は

「
所
領

没
収

、
役

職
停

止

な
ど

で
生
活

の
術

を

な
く
す

」

こ
と

で
、
場

合

に
よ

っ

て
は
そ

の
延
長

の
死
罪
も

あ
り

得

た
か

。

こ
の
例

は

「命

を

な
く
す

」

の

意
味

に
少

し
傾

斜

し

て

い
る

よ
う

に
も
見

え

る
が

、
未

だ
前
者

の
意

味
と

し

て
良

か

ろ
う

。 ぽ
 
ボ
に
も

ハ 
 
 

39
、
未

明

自

日
野

有

状
。
何

事

哉

。
披

見

之

庭
。

庭

田

へ
状

也
。

來
月

三

日
唐
人
蓼

上

厳
儀

也

。
可
参
仕

云

々
。
可
爲
束

帯
之

由

可
存
知

云

々
。

則
領

否
難

申
之

間
。

念

可
参

申

之
由

令
返

事

。
則

出
京

。
無
鯨

日
計

會

周
章

歎

。
有

俊

退

出

。
茶
[
。
給

。
宰

相

以

状

申
。

出

仕
事

。
清

撰
御

鮎

公

卿
十

三

人

・
殿

上
人

十

人
也

。
故

障

申
者
可

爲
生

涯

之
由

み
 日

野
申
問

。
装

束
等

先
爲

秘
計

在
京

云

々
。
厳

儀

之
問
行

粧
等

頗
大

螢
歎

。
令

故
障
者
可
存

定

進
退

之
由

。
諸

人
申

云

々
。
難
治

事
欺

。

(永
享

六

〔
一
四
三

四
〕
年

五
月
廿

九

日
、

下
巻

㎜
頁
上

3
行

)

「爲

生

涯
」

の
例

で
あ

る
。

來

月

三
日

に
唐

人
参

上

の
厳

儀

が
あ

る
。

そ

れ
に
蓼

り
仕

ま

つ
る

べ
し
と

い
う

書
状

が
来

た

。
も

し
、
故

障
を

申

し

て
蓼

仕

し

な

け
れ

ば
、

「
爲
生

涯

」
と

奉

行

の
日
野

が
申

す

の
で
云

々
と

い
う

意

味

で
あ

る
。

「生

涯

た

る

べ
し

」
と

読

む

の
か

「
生

涯
を

な

す

べ

一14一



し
」
、

ま

た
は

「
生

涯
と

な

す

べ
し
」
ま

た

は
と

読

む

の
か
今

は
未

詳

で

あ

る

が
、

「
生

涯
」

の
意

味

は

「
所

領

没
収

、
役

職

停
止

な

ど

で
生

活

の

術

を

な
く

す

」

で
よ

い
で
あ

ろ
う

。

「命

を

と

る
」

と

ま

で
は

言

っ
て
な

い
と
思

わ

れ
る
。

こ
の
二
例

を
表

六

に
示
す

。

表
六

「果
生
涯
」
と

「為
生
涯
」
の
意
味

3839

所
領
没
収
、
役
職
停
止
な
ど
で
生
活
の
術
を
な
く
す
/
*
死
罪

所
領
没
収
、
役
職
停
止
な
ど
で
生
活
の
術
を
な
く
す

六

終
わ
り
に

以
上

、

「
及
生

涯
」
、

「
失
生

涯

」
、

「懸

生
涯

」
、

「
生

涯
谷

」
、

「
果
生

涯
」
、

「為

生

涯

」
な

ど

の
熟

語

を
見

て
き

た

が
、
大

部

分

の

「
生
涯

」

の
意

味

は

「
所

領

没

収

、
役

職

停

止

な

ど

で
生

活

の
術

を

な

く
す

/

窮

地

に
陥

る
」

の
意
味

で
あ

る
。

中

に
は

「命

に
懸

け
る
」

の
意

味

や

「
死
罪
」

の

意

味
と

も
取

れ

そ
う

な

文
脈

が
あ

っ
た

(
*

の
箇

所
)

が
、

そ

れ
も
例

は

少

な
く

、
文

脈

か
ら

そ

の
よ
う

に
類
推

で
き

る
と

い
う

状
況

で
あ

り
、

未

だ

「
生

涯
」

を
含

む
熟

語

は

「命

を
失

う
」

や

「
命
を

奪
う

」

の
意
味

に

は
至

っ
て

い
な

い
。

熟
語

と

し

て

『日

国
大
』

(第

二
版

)
に

「
し

ょ
う

が

い
を

失
う

」
、

『角

き
は

川

古

語
」

に

「
し

や
う

が

い

(生

害

)
を

究

む
」

を
掲

載

す

る

が
、

「
及

生

涯

」
、

「
懸
生

涯

(生

涯

に
懸

け

て
)
」
、

「生

涯

谷

(き

は

)
ま

る
」

あ

た
り

も
取

り
上

げ

て
も

い
い
か
と
思

わ

れ
る
。

な

お

、
「看

聞

日
記
』

で
は

、
殺

す

は

「
殺
害

」

(「
殺

」

の
字

は

「
致
」
)

で
表

記

さ
れ

る
。

い
く

つ
か
例

を
示

し

て
お
く

。

ア
、
抑

傳
聞

。
賀

茂
競

馬

見
物
輩

於
蹄

路

富
小
路
邊
。
喧

嘩
出

來

。
裏
松

家

人
。.畠

山
家

人
互

匁
傷

致
害

云

々
。

(応
永

廿

三

〔
一
四

一
六

〕
年

五
月

五

日
、
上
巻

17
頁
上

15
行

)

イ
、

又
聞
。

性
藏

主
此

問
被

致
害

云

々
。
是

又
僧

中
御

氣
色

異

干
他
也

。

而
去

年
背

御
意

隠
居

了

。

(応
永

廿

五

〔
一
四

一
八

〕
年

十

一
月
廿

五

日
、
上
巻

鵬
頁
上

10
行

)

ウ
、
近

江
國

衙
領

菊
弟
家
領
。
家
僕
重
徳
知
行
。

代
官

職
令

改
替

。
新

補
代

官

。
裏
松
中
納
言
曲豆
光
卿
青
侍
云
々
。

入
部

之
庭

。
本

代
官
爲

所

行
。
新

代
官

を
打

致
了

。
亜

相
號

左
府

之
下

知
。

以
謀

書
謀

判
。

本
代
官

一一不

可

用
新
代

官
之

由
被

下
知

云

々
。
依

之
令

致
害

云

々
。

(応

永

廿
八

〔
一
四

二

一
〕
年

正

月
廿

四

日
、
上
巻

獅
頁
下

15
行

)

【注
】

(1
)
本
文

は
、
続
群
書

類
従

・
補
遺

二

『看

聞
御
記
』

(上

・
下
)
続
群
書
類
従

完
成

会
本

で
調
査
し
、
そ

の
後

、
宮
内

庁
書
陵
部

編

『圖
書
寮
叢

刊

看
聞

日
記
』

一
～

五
巻
、
明
治
書
院
)
で
確

認
し
、
校
訂

を
施

し
た
。
な
お

「
生
涯
」
の
用
例
部

分
は

写
真
帳

で
確
認

し
た
。
表
記

と
句

点

は
概
ね
続
群

書
類
従
本

の

「看
聞
御

記
』
に

依

っ
た
。

(2
)
佐
藤
喜
代
治
著

『日
本

の
漢
語
そ
の
源
流
と
変
遷
』
角

川
小
辞
典
28
、

(角

川
書
店

昭

和
五
十
四
年
十
月
)

の
訓
～
鵬
頁
。
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(3
)

こ
の
こ
と
に
関
し

て
、
第
九

八
回

国

語
語
彙
史
研
究
会

(於
奈

良
女
子
大
学
、

平
成

二
十
三
年
九
月
十
七

日
)
に
て

「
「看

聞
日
記
』
に
於
け

る

「生
涯
」
を
め
ぐ

っ

て
」
と
題
し
て
発
表
し
た
。

(4
)

「室
町
中
期

以
前

の

「生
涯
」

の
意
味
を

め
ぐ

っ
て
」
と

題
し
、
平
成

二
十
三
年

七

月
二
十

三
日
、
明
月
記

研
究
会

に
て

口
頭

発
表
を
行

い
、
国
史
研
究

者
、
国
文

研

究
者

の
ご
意
見
を

伺

っ
た
。
尚

、

『明

月
記
研
究

第

13
号
』

に
投
稿

し
、
平
成

二
十

四
年

一
月
刊
行
予
定

で
あ

る
。

ご

ゆ
こ
か

ゐ
 

(5
)

「懸
生

涯
」
は

「風
姿

花
伝
』

へ岩
波
古

典
大
系

本

猫
頁

2
行
)

の

=

期

の
堺

し

や
う

が

し

の
う

コ

は

か

こ

・
な
り
と
、
生
涯

に
か
け

て
、
能
を

捨
て
ぬ
よ
り
外
は
、
稽
古
あ

る

べ
か
ら
ず
」

や

『目
葡
辞
書
』

の

「×
α
ぴq
巴
」
の
項

に
あ

る

「×
αひq
巴
巳

$
ρ
eけe
.
(生

涯
に
賭
け

て
)
冒
oO
三
巨

8
ρ
2
e

(命

に
賭

け
て
)
に
同
じ
。
た
と
え
命

が
け
で
あ

っ
て
も
、

あ

る
事

を
す
る
」

(土
井
忠
生
他
編
訳

「邦

訳
日
葡
辞
書
』
岩
波
書

店
、

一
九
八

〇

年

)
〔禰
頁
右

〕
に
よ
り
、
「
生
涯
に
懸
け

て
」
と
読
む
。
な
お
、
傍
線
は
私

に
付

し

た

。

【付
記
】

本
稿
は
、
平
成

23
年
度
科
学
研
究

費
補
助
金

(基
盤
研
究

(C
)、
課
題
番
号

卜。N
認
O禽
N
)
「室
町
中
期

の
古

記
録

・
古

文
書
に
於
け

る
記
録
語

・
記
録
語
法

の
研
究
」

の
成
果

の

一
部

で
あ

る
。

(ほ
り
は
た

ま
さ
お
み
/

大
学
院
文
学
研
究
科
第
八
回
修
了
/
熊
本
大
学
教
育
学
部
)
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